
 

 上越市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２６日 

上越市長  村 山 秀 幸 

 

上越市条例第４４号 

   上越市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 上越市議会委員会条例（昭和４６年上越市条例第８１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項の表総務常任委員会の項中「、共生まちづくり課及び文化振興課」を「及び

共生まちづくり課」に改め、同表文教経済常任委員会の項中「産業観光部」を「産業観光交

流部」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の第２条第２項に規定する常任委員会において審査又は

調査を継続している事件は、改正後の第２条第２項に規定する常任委員会で当該事件を所

管するものに付議されたものとみなす。 

 


